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資料３ 





 

平成１６年１０月２８日 

周南市長 河村和登 様

                       新南陽地区地域審議会

                        会長  菊地 光雄 

意見具申について

新南陽地区地域審議会では周南市新南陽地区に関わる事業について審議をい

たしました。

徳山市、新南陽市、熊毛郡熊毛町及び都濃郡鹿野町の廃置分合に伴う地域審

議会の設置に関する協議書第３条第２項により、当審議会として、以下の８項

目について意見具申をいたします。

                記

１．市内小･中学校への図書館司書等の配置について 

２．市道瀬ノ上・津木線先線の整備事業について 

３．福川駅前周辺整備事業の早期着手について 

４．公園（永源山公園、福川辰尾公園、長田海浜公園）の整備について 

５．下水処理事業（農業集落排水事業）の推進について 

６．富田東児童館管理・運営の業務委託について 

７．新南陽総合支所の分庁舎としての使用について 

８．遊休不要資産の処分について 
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旧新南陽市では、これまで小・中学校の学校図書館に司書など司書教諭を補助

する臨時職員が配置されてきました。学校教育施設を充実させることの一環とし

て実施されてきたものですが、子ども達の情操教育の観点から非常に意義のある

ことだと考えています。 

合併を機にこの施策を拡充し、市内の全小・中学校の学校図書館へ司書等を配

置することを提案します。 

昨今、少年による凶悪犯罪の増加や低年齢化が深刻な社会問題となっており、

少年犯罪に対する厳罰化を求める声も各方面から上がっています。また、文部科

学省も道徳教育の強化を図っています。 

しかし、こうした対症療法だけでは抜本的な解決にならないと思われます。病

んでいる子供達の心を癒すことや感受性の豊かな子供達を育てることを真剣に

考えていく必要があります。 

幸い周南市は、まちづくりの基本を「ひとが輝く」ことに置き、また青少年の

健全育成を市政の重点施策として取り組んでいます。ぜひ学校図書館を充実させ、

本に親しみ豊かな感受性や想像力を持った子供達を育てていく環境を整備して

いただきたい。 

なお、財政事情から全ての小・中学校へ固定的に配置できない場合には、次の

ような方法も考えられます。 

 

                記 

 

(１) 大規模校へは固定配置とし、小規模校は数校を１グループとして巡回する。

(２) 市内の全ての対象校を数グループに分け、規模に応じて巡回する。 

市道瀬ノ上・津木線は旧徳山市と旧新南陽市との市境となっていた当時、長田

団地の造成工事に関連して平成１２年度に施工され、旧新南陽側のみ供用されて

います。

先線となる市道「津木地区」との接続がなされず、行き止まり状態となってお

り、結果的に長田団地の販売促進にブレーキがかかっています。

津木・長江・桑原地区民にとっては、不便でかつ危険な生活道であるのみなら

ず、このたびの台風１８号においても路線の一部が崩壊して一時期交通不能の状

態となりました。

また、当地区は周南市にあっては自然豊かな海岸地域で、大津島とも近く風光
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明媚な自然環境を醸し出しています。さらに、公共施設である桑原不燃物処分場

から、国道２号、ＪＨ徳山西ＩＣにも至近なルートがあり、改良をすることによ

り今後の市政の発展に大いに役立つ開発余力のある地域です。

これらの地域振興を総合的に図っていく上からも、緊急な整備を提言します。  

 

     

  駅前周辺はその地域の表玄関口として位置づけられる重要な地区です。とりわ

け福川駅においては通学・通勤をはじめとした多くの利用があり、地区の要とな

っています。

しかしながら、駅前周辺の整備は立ち遅れて旧態依然であり、「整然･清潔･明

るい･安心」等の要件を満たしているとは言えず、好ましい環境にないのが実情

です。特に駐輪場が整備されていないため、自転車が構内の至る所溢れんばかり

に置かれています。その上、送迎用の自動車が進入してくるため、ＪＲ利用者に

も大変危険な状況です。

また、福川駅周辺を整備していくことは、駅の利便性を向上させるだけでなく、

地域の人のふれあいの場として福川地域全体の活性化にも大きく寄与するもの

と考えます。

そのために、国鉄清算事業団から取得した土地を含めた市有地等を利用して

(１) 駐輪場の整備と送迎利用車への駐車場の確保

(２) 駅前への交番の誘致

(３) 一部を広場・公園化

(４) 南北連絡通路の老朽化対策

 について早期の着手を要望します。

     

    

（１）永源山公園の南エントランス整備

南エントランス整備については、関係権利者の理解と協力が得られるよう最大

限の努力を傾注され、早急に事業実施されるよう要望します。 

ＪＲ新南陽駅側から永源山公園にアクセスができれば、永源山公園の魅力が更

にアップし、周辺商店街活性化への波及的効果が大きいこと、また、懸案となっ

ている駐車場を増やすことができ、将来の「学び・交流プラザ整備事業」に永源

山公園が至近距離という好条件が付加されます。 
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（２）福川辰尾公園と周辺整備 

福川市街地区に近い辰尾公園は、地域住民の憩いの場、ふれあいの場としても

っと気軽に立ち寄れるよう、公園としての法律上の位置づけを行われるとともに、

アクセス道路及び周辺の環境整備を要望します。 

 

（３）長田海浜公園の整備 

同公園は周南市にあって自然豊かで風光明媚な立地条件に恵まれ、市民の憩い

の場として利用されています。しかしながら、同公園は養浜事業（砂の補充）、

利用調整事業が未完成であり、引き続き早急な事業実施を要望します。 

完成の暁には市民の憩いの場としての更なる利用、また市の観光資源としても

大切な目玉の一つとなることが期待されます。 

 

        

旧新南陽市の和田地区（人口約 1,800 人、戸数約 630 戸）における下水道整備

事業は、平成８年に公表され、順次、米光、平木、和田、夏切地区、高瀬地区（平

成１６年３月）に施工されてきました。残る中村地区は平成１４年３月公表の実

施計画によれば、高瀬地区の工事が完了次第、すなわち平成１６年には着工の運

びとなる計画でした。このような下水道整備事業の計画があるため、過渡期にお

ける中村地区への合併浄化槽設置の補助金の支給は停止されてきましたが、一方、

下水道整備事業が１０年以上遅れる馬神、大谷、池広地区には前記の補助金は支

給されてきました。 

平成１５年４月に２市２町の合併により周南市が発足し、新市になっても平成

１６年度には当初の計画どおりに中村地区の下水道整備事業が実施されるもの

と、地区の人たちは信じてその期待感は大でありました。 

ところが、新市が発足した現在、未だに下水道整備事業の実施についての計画

が示されていません。周南市の発足が下水道整備事業を遅延させているとすれば、

地区の人たちの新市に寄せる期待感が大きかっただけに失望感もまた大きいも

のがあります。 

狭い地域に下水道整備の実施区域と未整備区域が存在することは、地区の人た

ちにとっては不公平感が漂う印象は免れません。 

早急に中村地区の下水道整備事業を実施されるよう要望します。 
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周南市の行・財政改革を進めていくとの観点から、富田東児童館を下記のとお

り NPO法人等へ業務委託することを提案します。 

当面は児童館の管理・運営業務を対象としますが、これはあくまでも試行とい

う位置づけで考えています。 

今後、他の行政サービスへも順次拡大していくことが前提であり、この試行に

よって得られるノウハウを今後の業務委託推進へ活用するとともに、受け皿とな

る NPO法人等の育成や市民活動の活性化を促すことが主なねらいです。 

 

              記 

 

(１) 委託の対象範囲 

富田東児童館の施設管理及び運営全般 

 併設の児童クラブの運営 

 

(２) 委託開始の時期 

平成 17年度から 

 

(３) 委託先 

    NPO 法人 

 

(４) 委託の目的 

 ①行・財政改革を推進するために、積極的に業務委託を図る必要があります。 

  ・自治体周辺業務の NPO法人への委託は、全国的にも行われており、行・

財政改革の手段として効果が認められています。 

②各種行政サービスの委託先として活用するため、今後積極的に NPO法人

を育成していく必要があります。 

・児童館の運営は比較的業務委託がしやすい。 

 ・いろんな分野にノウハウを持つ市民がたくさん在住しており、市の積極

的な支援があれば受け皿作りは難しくない。 

 ③NPO法人等の積極的な育成・支援は、次のような効果が期待できます。 

 ・ボランティアなど市民活動が活性化します。 

・行政サービスの在り方への市民の関心が高まり、積極的な市民参画が期

待できます。

・まちづくり総合計画における「ひとが輝くまち」を実現するための効果

的な手段として期待できます。 
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  合併当初、旧徳山市役所を本庁としましたが、旧徳山市役所庁舎だけでは手

狭になり、ＮＴＴビルの一部を賃貸借し、みゆき通り庁舎としました。現在、

道路課、河川港湾課、監理課、農政課、林政課、地籍調査課、水産課、都市整

備課、区画整理課の９課がＮＴＴビルの２、４階の１，２２３㎡と駐車場を借

り受け、光熱水費を含めると年間約５，４００万円の経費がかかっています。 

一方、新南陽総合支所は合併に伴い、組織の改編が行われ管理部門や議会等

が本庁に集約された結果、部屋のかなりの部分が未使用で有効利用がなされて

いるとは言えません。 

同総合支所は本庁から至近距離にあり、立地は交通に便で、駐車場も確保さ

れています。財政が逼迫している市の状況を鑑みると、同総合支所の庁舎につ

いて総合支所としての機能を果たしつつ、本庁機能の一部を移管することを提

案します。 

 

経済情勢は一部に明るさが見られるものの、バブルの破綻以来、長引く経済

不況により、市の税収入も減少し厳しい状況が続いています。それに加えて、

三位一体の行・財政改革の推進とともに市の財政運営は今まで以上に重点的か

つ効率的運用が望まれます。

このような財政状況下で周南市の保有している資産を、この際徹底的に分

類･精査することを要望します。特に利用計画で目途の立たない遊休不要資産

については処分計画を市民に明らかにすることにより、市民に将来の展望と安

心を与え、合併による一つの成果を眼に見える形でアピールできると考えます。 

関連して、保有土地の活用、例えば米光企業団地及び長田団地については、

地域の活性化と市勢の発展を図る上で重要であり、販売促進に注力されるよう

要望します。 
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周企第  １０８１ 号 

平成１６年１２月１３日 

 

新南陽地区地域審議会 

会長  菊 地 光 雄 様 

 

周南市長  河 村 和 登 

 

 

新南陽地区地域審議会からの意見具申について（回答） 

 

 

平成１６年１０月２８日付けで提出のありました標記の件について、別紙のと

おり回答いたします。 
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新南陽地区地域審議会からの意見具申に対する回答 

 

１ 市内小・中学校への図書館司書等の配置について 

 学校図書館法の改正により、平成１５年度から１２学級以上のすべての学校に

司書教諭を置かなければならないことになっており、本市におきましては、現在、

小学校１６校、中学校７校に司書教諭を発令しております。 

また、司書教諭の発令がない１１学級以下の学校においても司書教諭の資格を

もつ教員がいる学校は１５校あり、平成１７年度からは、有資格者のいる全ての

学校において、活用を図ることとなっています。 

 ご承知のとおり、司書教諭は、学校図書館の企画、運営に携わるとともに、学

校図書館を活用した調べ学習や読書指導を行っております。 

 こうした中、新南陽地区の小・中学校８校には、合併前より司書教諭のほかに

司書教諭を補助する臨時職員が配置されているところであります。 

 この臨時職員の拡大配置につきましては、大変厳しい財政事情の中ではありま

すが、学校図書館が、児童生徒の主体的な学習を支え、豊かな感性や思いやりの

心を育む上で重要な役割を果たしていることは十分理解しておりますので、今後、

ご提言いただきました巡回方法なども含め、研究してまいりたいと考えておりま

す。 

 

２ 市道瀬ノ上・津木線先線の整備事業について 

市道瀬ノ上・津木線先線の整備事業については、既存の計画として土地開発公

社による宅地造成計画があり、また、関係課との調整の必要がありますが、現時

点では、採択条件がクリアできれば国の補助率が高い漁港関連道として整備する

のが有利と思われ、現在調査研究中であります。 

 

３ 福川駅前周辺整備事業の早期着手について 

福川駅前周辺整備事業につきましては、新南陽地域の西の玄関口にふさわしい

まちづくりを目指すものとして、新市建設計画の主要施策に位置付けられており

ますので、今後、取り組んでいく必要があると考えており、駐輪場の整備及び駐

車場の確保、一部の広場･公園化並びに駅前への交番の誘致については、本事業計

画を具体化する中で、地域審議会や地元の意見をお伺いしながら対応してまいり

たいと考えております。 

また、南北連絡通路の老朽化対策については、市において、適宜、補修、塗装

等を実施しておりますので、今後も必要に応じて対応してまいりたいと考えてお

ります。 

 

４ 公園（永源山公園、福川辰尾公園、長田海浜公園）の整備について 

（１）永源山公園の南エントランス整備 
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永源山公園は、本市を代表する都市公園として市内外から多くの人々が訪れる

観光スポットとなっており、今後さらに利用度を高めるため、南エントランス及

びメインエントランス広場周辺の整備を進めてまいります。 

南エントランスは、山頂のゆめ風車と公園南側の市街地を結ぶゾーンとして、

園路・広場・駐車場等の施設整備を計画しており、平成５年度から事業着手し、

現在、関係権利者の協力をいただきながら、山頂から南側駐車場まで園路等の整

備を進めております。 

今後の計画としましては、引き続き関係権利者の協力をいただけるよう努力し、

早急に用地取得を終え、南エントランスの整備・開設を目指してまいりたいと考

えております。 

 

（２）福川辰尾公園と周辺整備 

辰尾公園は、福川地区住民の憩いの広場、ふれあいの場として都市公園の整備

が望まれており、新市建設計画の主要施策にも位置付けられておりますことから、

引き続き実施に向けた検討を進めてまいりたいと考えております。 

辰尾公園を都市公園として整備するためには、先ず都市計画公園として計画決

定を行い、事業に着手することになりますが、実施に向けた最大の課題として、

既に公園予定地付近に２本の都市計画道路が計画決定されており、辰尾公園の規

模や市街地から公園へのアクセス等と現行の都市計画施設との整合を図りながら、

都市計画決定の手続きを進める必要があります。 

こうしたことから、辰尾公園の整備にあたりましては、当該地区の土地利用や

都市施設の配置計画等総合的なまちづくりを進める中で、事業の推進が図られる

ことになります。 

なお、周辺整備につきましては、辰尾公園整備に合わせ検討してまいりたいと

考えております。 

 

（３）長田海浜公園の整備 

長田利用調整事業は、平成１５年度より西室尾防波堤の整備を再開しておりま

して、平成１６年度には防波堤が完成予定であります。 

平成１７年度に７２隻収容可能な係留桟橋を整備し、平成１８年度の供用開始

を目指して現在整備を進めているところでございます。 

 

５ 下水処理事業（農業集落排水事業）の推進について 

中村地区の下水処理事業については、旧新南陽時代より農業集落排水事業によ

る汚水処理を計画されていましたが、国県と協議した結果、管路のみの計画では

実施が困難であるとの回答がありました。 

今後は都市開発部下水道整備課主管の事業で実施する方向で検討中であります。 
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６ 富田東児童館管理・運営の業務委託について 

本市には、現在、児童館は４館あり、本年度、新たに福川南小学校区に１館整

備することとしております。 

施設の管理につきましては、徳山地区の３館は社会福祉協議会に委託し、新南

陽地区の１館は市の直営といたしております。 

ご承知のとおり、公の施設の管理につきましては、住民サービスの向上や行政

コストの縮減等を図るうえから、地方自治法が改正され、直営する場合を除き、

公共的団体等特定のものに委託する管理委託制度から民間団体を含んだ管理代行

制度(指定管理者制度)に移行されております。 

ご意見の富田東児童館と新規に整備します(仮称)福川南児童館につきましては、

平成１７年度から条例を改正し、指定管理者制度に移行したいと考えております

ので、ご理解賜りたいと存じます。 

 

７ 新南陽総合支所の分庁舎としての使用について 

 現在、１２月議会に「周南市組織条例の一部を改正する条例制定について」を

上程しておりまして、ご提言のありました「新南陽総合支所の分庁舎としての使

用について」は、市営住宅を担当する住宅政策課を除く建設部と下水道施設課を

除く下水道部を新南陽総合支所へ分庁することとしております。 

 

８ 遊休不要資産の処分について 

 現在の経済情勢下、周南市が合併により実現されたメリットを最大限に生かし

ながら、今後のまちづくりの指針となる新たな総合計画に基づいて、「県勢の発展

をリードする元気発信都市」の創造を図っていくためには、市としても遊休的な

資産、いわゆる普通財産の直接、間接を問わない、利活用の促進が必要不可欠で

す。 

 こうしたことから、徳山、新南陽、熊毛、鹿野の各地区における遊休的資産の

精査、分類に努めるとともに、積極的な利活用に向け、基本計画の策定を進めて

いるところです。 

米光企業団地は、和田地区の恵まれた地域資源を活かし、本地域の活性化及び

雇用の創出を図るため、平成８年から分譲を開始していますが、現時点では企業

立地に至っておりません。しかしながら、合併効果により、現在、企業からの引

き合いがあり、立地に向けて市と公社が連携のもと、積極的に取り組んでいます。

また、本年度より市において充実した企業誘致の支援制度も整えられましたので、

本制度を活用して企業誘致を図りたいと考えています。 

また、長田町住宅団地は、人口対策として平成１２年５月から分譲を開始して

います。地価の下落に伴い、現在、４６区画の分譲にとどまっていますが、早期

完売に向けて平成１５年１１月から分譲価格の改定と住宅メーカー並びに不動産

業者の協力をいただき更なる販売促進を図りたいと考えています。 
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新南陽地区地域審議会からの意見具申に対する回答 

 

 

１ 学び・交流プラザ整備事業の計画策定の推進について 

 

学び・交流プラザ整備事業につきましては、まちづくり総合計画の前期基本計

画において、「学習情報の提供機能や学習相談機能、学習支援機能を持った生涯学

習センター（学び・交流プラザ）の整備を推進する」としております。現時点で

は、具体的な内容や整備時期等の検討には入っておりませんが、他のリーディン

グプロジェクトの実施状況や財政状況、また現在ある公民館や体育館、武道館等

の施設の状況を勘案しながら、今後、市民と行政が一体となって整備に向けて推

進してまいりたいと考えております。 

 

 

２ 福川駅前周辺整備計画の早期着手について 

 

福川駅前周辺整備事業につきましては、新南陽地域の西の玄関口にふさわしい

まちづくりを目指すものとして、新市建設計画の主要施策に位置付けられており

ますので、今後、取り組んでいく必要があると考えており、駐輪場の整備及び駐

車場の確保、一部の広場･公園化並びに駅前への交番の誘致については、本事業計

画を具体化する中で、地域審議会や地元の意見をお伺いしながら対応してまいり

たいと考えております。 

南北連絡通路の結節強化に向けた環境整備につきましては、適宜、補修、塗装

等を実施して維持管理に努めているところですが、今後も必要に応じて対応して

まいりたいと考えております。 

また、県道と駅前広場との交差点改修整備については、車輌通行等を考慮した

交差点整備計画が必要であり、今後、県道下松新南陽線の拡幅計画及び駅前広場

整備を具体化する中での取り組みが必要であると考えております。 

 

 

３ 学校図書館司書の計画的配置について 

 

学校図書館法の改正により、平成１５年度から１２学級以上のすべての学校に司書教

諭を置くこととされ、本市におきましては、今年度、小学校１６校、中学校６校に司書教諭

を発令しております。 

また、司書教諭の発令がない１１学級以下の学校においても司書教諭の資格をもつ

教員がいる学校が１４校あります。 
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ご承知のとおり、司書教諭は、専門知識を生かして学校図書館の企画・運営に携わる

とともに、学校図書館を活用した調べ学習や読書の指導を行っておりますが、図書館業

務に割ける時間には限りがありますことから、教育委員会では、大変厳しい財政事情の

中にあっても、司書教諭を補助する臨時職員を雇用し、複式学級の小規模校を除くす

べての小中学校に巡回方式により配置して、児童生徒の読書環境の充実向上に努めて

きたところです。 

しかし、現行のサービス水準を今後とも維持していくことさえままならない財政状況下

にあって、学校図書館への専任の司書の常駐配置や市立図書館と各学校図書館との

ネットワークの構築につきましては、現状では困難な状況です。 

このような状況ではありますが、児童生徒が自分たちの学校図書館は自分たちの手で

より良くしていこうという気持ちを養うことも、本や図書館に愛着をもつためには重要と考

えますので、こうした面での取り組みも含め、今後とも読書環境の充実に努力してまいり

たいと考えております。 

なお、市立図書館につきましては、５館合計で現在５３万６０００冊の蔵書があり、インタ

ーネットで蔵書の検索・予約が可能となっております。また、個人への貸し出しだけでなく、

学校など団体への貸し出し制度もありますので、各小中学校にも大いに活用していただ

きたいと思います。 

 

 

４ 郷土の偉人・傑人の伝承および文化財の保全、保護について 

 

現在、周南市内には、国指定５、県指定１５、旧市町から引き継がれた市指定

文化財６３、登録文化財２がございます。指定文化財につきましては、法令や条

例に基づきその保護に努めているところでございますが、ご提言にありますとお

り、指定文化財以外にも、郷土「周南」を語るうえで重要な文化的遺産や歴史的

人物が、各地区に存在することは承知しております。 

今後、市内各地区に文化的遺産としてどういったものがあるか調査研究を進め

ていく必要があると思われますが、現状において「市文化財等保全指定制度」を

創設し、標識等を設置していくことは、対象となる文化的遺産が多岐にわたるこ

とから困難が予想されます。 

一部地区においては、独自に地区の誇る文化的遺産について標識等を設置して

おられるところもあると伺っております。未指定の文化的遺産については、より

身近な各地区の判断によって取り組んでいただくことが、現状においては適して

いると考えております。 

標識等の設置以外に、文化的遺産や歴史的人物を広く紹介する講座の開催など、

ご提言の趣旨を活かす事業については、今後検討のうえ取り組んでまいりたいと

考えております。 
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５ 和田地区における医療体制の継続について 

 

周辺部の地域医療の現状は人口の減少や高齢化の進展により、受診者は減少傾

向にあり、各地域の診療所の経営環境は厳しい状況にあります。 

また、地方における医師不足は深刻で、本市においても例外ではありません。 

このような状況において、和田地区では長年、地域医療に取組んでこられた医師

がおられますが、専門医等に受診するには市の中心部へ通院することとなること

は承知しております。 

しかしながら、現在、民間のバスが運行されておりますことから福祉バス等の

運行は困難であり、当面はこのバスを利用していただきたいと思います。 

また、ＡＥＤの設置については利用者の多い公共施設から設置しておりますの

でご理解を頂きたいと思います。 

 

 

６ 花いっぱい運動の新たな展開について 

 

花いっぱい推進事業では、年に２回、夏と冬に育苗グループが育てられた花苗

を地域の花壇に配布しております。市の花であるサルビアを含め、４種類の花苗

の配布ですが、今後もサルビアを中心に地域の花壇育成に援助していきたいと考

えております。また花壇コンクールの開催や公民館での花づくり講習会を行って

おりますが、これらの事業を継続していき、今後も「花と緑に囲まれた住みよい

まち」となるように事業を推進していきたいと考えております。 

 

 

７ 遊休市有地等の有効活用と処分について 

 

大変財政状況が厳しい中、周南市がまちづくり総合計画に掲げます「私たちが

輝く元気発信都市 周南」の実現を図っていくためには、市の抱える資産、とり

わけ遊休的な資産である普通財産の利活用の促進が不可欠であると考えておりま

す。 

こうしたことから、改めて公有地について精査を行うとともに、将来におきま

して、直接、利活用の望めない普通財産につきましては、市がそのまま保有する

のではなく、むしろ、運用を民間の方々にお願いした方が、地域の活性化や振興

につながると考え、一般競争入札等による売払いを促進しているところでござい

ます。 

また、本市の土地開発公社につきましては、本年３月に「土地開発公社の経営

の健全化に関する計画」を策定したところであり、これに基づき、計画的な公有
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地の買戻しを進めるとともに、土地開発公社の健全化に努めてまいりたいと考え

ております。 

 

 

８ 市民生活の安心安全対策について 

 

(1) 県が作成し、該当地域に配布された「土砂災害危険箇所マップ」について、

これに基づく点検のみならず、土砂崩壊地域への具体的整備指針の明確化。 

 

今回配布された「土砂災害危険箇所マップ」は国土地理院発行の地形図を基に、

過去の被災実績から危険とされる地形を机上抽出したものです。直ちに災害が発

生するわけではありませんが、今後の大雨などの気象予報と併せ、警戒や避難な

どの安全対策に役立てていただきたいと思います。 

県では、今後１０年間を目途に、土砂災害防止法に基づく基礎調査を全県で進

めております。その後、土砂災害のおそれのある土地の範囲は、土砂災害警戒区

域等に指定し、公表します。また、周南市においては、土砂災害警戒区域に指定

されると危険の周知、警戒避難体制の整備を行います。 

 

(2) 継続中の県事業夜市川河川改修に併せ、富田川の右岸側護岸の改修 

 

継続要望事項として、県に引き続き要望してまいります。 

 

(3) 市内随所にある小河川、水路などの日常的な安全対策は急務であり、溢水箇

所の緊急的改修  

 

近年、梅雨前線や大型台風による豪雨によって、河川及び排水路等に被害が多

く発生しています。その緊急性により、公共災害等での対応や通常維持での対応

を行っているところです。また、土砂の堆積により流下の阻害となり治水上支障

となる場合は、環境面にも配慮の上、掘削等必要な対策を行っております。 

河川整備をより円滑かつ効果的に推進していくため、沿川地域住民の皆様方の

ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 「地域の安全活動」や「見守り活動」などの市民活動の支援、および「通学

路の安全点検」や「集落間の防犯灯設置」などの安全対策 

 

「地域の安全活動」や「見守り活動」などの市民活動の支援については、現在

周南市青少年育成市民会議の活動の中で、地域の子どもは地域で見守り育てよう
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と「地域のおじさん、おばさん運動」を展開しており、「あいさつ運動」や、地域

の子どもたちの見守りなどに係る活動経費を、市が補助金を交付し、地域連携に

よる青少年の健全育成を推進しているところです。 

通学路は、各小中学校がＰＴＡや警察などと協議の上、現実的に選択しうるル

ートの中で最も危険が少ないと考えられるルートを選定しています。しかし、沿

線の土地利用状況は刻々変化しており、それに伴い交通の流れや人の動線が変わ

ることがありますので、適宜見直しを実施して対応しております。 

近年、登下校中の児童生徒が交通事故や犯罪に巻き込まれるケースが多発して

おりますが、子どもたちの安全確保につきましては、地域や保護者の皆様と学校

が手を携えて取り組むことが大切であるため、昨年度、各小中学校では、児童生

徒はもとより、家庭での安全教育の一助にもしていただけるよう、ＰＴＡや地域

の協力を得て通学路の安全点検を実施し、校区内の要注意箇所や「子ども１１０

番の家」の所在地などを書き込んだ安全マップの作成に取り組みました。学校に

おいては、集団登下校による安全確保のほか、校区内の要注意箇所について指導

を徹底するとともに、今年度は子どもたち自身の目で点検した安全マップづくり

を進めているところです。このような作業を通じて、子どもたちの危険予知能力

を高めていきたいと考えております。 

地域ぐるみの安全への取り組みにつきましては、「子ども１１０番の家」は、多

くの方々の賛同をいただき、事業所や一般の民家など、１２００箇所近く設置さ

れておりますし、すべての小学校区に"スクールガード"や"見守り隊"等のボラン

ティア組織が結成され、児童生徒の登下校時のパトロールや通学路の安全点検な

ど、地域の実情に応じた活動を実施していただいております。また、ＰＴＡによ

る立哨をはじめ、「地域のおじさん・おばさん運動」による子どもたちの見守りや

ウォーク･パトロールなどの活動もしていただいているところです。 

集落間の防犯灯については、旧新南陽市時代から市が３５２灯を設置してきて

おりますが、現在では、その維持管理のみを行なっております。防犯意識の高ま

りから他の地域でも要望が多く、また、市で設置する制度が残っている地域もあ

り、制度の統合を図る必要があることから、現在、防犯灯の維持管理を行なう自

治会に対する防犯灯設置費補助事業の拡充により対応できないか検討していると

ころでございます。 

 

 公共施設（歩道を含む。）のバリアフリー化をより進めると共に、特に多目的

トイレの整備など施設の改修を早急に実施。併せて、高齢者等が利用しやすい

洋式トイレ化の一層の推進 

 

公共施設のバリアフリー化や多目的トイレの整備につきましては、交通バリア

フリー法やハートビル法など、高齢者、身体障害者等が、安心して日常生活を営
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めるために、円滑に施設等が利用できる様、促進に関する法律が施行され、施設

を新築する場合は、多目的トイレなどの設置が義務付けられております。 

多目的トイレの整備につきましては、障害を持った方の自立と社会参加への支

援策の一つとして考えており、今後、ますます必要性が高くなると考えておりま

す。 

従いまして、既存の施設につきましても、身障トイレの改造や、二つのトイレ

を一体的に改造するなどの改造方法や、設置場所等を含めまして研究してまいり

たいと考えております。 

また、高齢者が利用しやすい洋式トイレへの改修につきましては、必要に応じ

今後も推進してまいりたいと考えております。 

 

 

９．都市計画道路の計画的整備について 

 

(1) 都市計画道路中開作線の整備について 

 

福川南小校区内の市道は狭く、また大雨時には一部通学路が冠水する道路があ

りますが、都市計画道路中開作線や公共下水道事業中開作雨水幹線の整備等、地

区全体の整備につきましては、短期・中期・長期の視点にたった整備手法が必要

と考えております。 

今後も、地域の方々と協議しながら、改善に努めてまいりたいと考えておりま

すのでご理解をいただきたいと思います。 

 

都市計画道路中溝線の整備について 

 

都市計画道路中溝線の整備事業につきましては、現在、富田西部第一土地区画

整理事業の中で一部区間の整備が進められております。また、北側に位置する国

道２号との接続におきましては、大神線街路整備工事との関連事業で、平成 19

年度に一部完了の見通しであります。 

さらに、富田西部第一土地区画整理事業区域界と国道２号間の整備につきまし

ては、厳しい財政状況の中で、数多くの事業を抱えている状況にあり、緊急性・

重要性等々を勘案しつつ、今後とも、富田西部第一土地区画整理事業の進捗を踏

まえて検討して参りたいと考えております。 

 

都市計画道路川崎平野線の延長整備について 

 

都市計画道路川崎平野線の継続事業につきましては、第 1 期として平成 16 年度
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末にＬ＝ 310ｍを完了したところです。 

本路線は新南陽地区の東西をつなぐ新設道路として、都市計画決定された延長

3100ｍの幹線道路であります。現在までは、東側に位置する第 1 期区間と中央部

に位置する富田中央土地区画整理事業及び西側終点部の一部が完了しております。

また、現在、西側に位置する富田西部第一土地区画整理事業の中で整備中であり

ますが、未だ多くの未整備区間が存在しております。 

今後につきましては、厳しい財政状況の中ではありますが、補助事業等のメニ

ューを検討しながら、対応して参りたいと考えておりますので、地元の皆様方の

ご理解とご協力をいただきたいと思います。 
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